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令和７年２月２０日判決言渡  

令和６年（行ケ）第１００５３号 特許取消決定取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和６年１２月１１日 

            判        決 

    5 

      原       告  大 建 工 業 株 式 会 社 

       

      同訴訟代理人弁理士    前   田       亮 

      同          佐   敷   京   子 

      同          藤   本   知   志 10 

    

 被       告  特許庁長官  

 同 指 定 代 理 人  西   田   秀   彦 

      同                  居   島   一   仁 

      同                  土   屋   真 理 子 15 

      同    海 老 原   え い 子 

            主        文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

            事 実 及 び 理 由 20 

（注）本判決で用いる略語の定義は、本文中で別に定めるほか、次のとおりである。 

本件決定   ：特許庁が異議２０２２－７０１０９１号事件について令和６

年５月２日にした決定 

本件特許   ：原告を特許権者とする特許第７０６４５５２号（発明の名

称：木質ボード。甲５） 25 

本件発明   ：本件特許に係る発明の総称。各請求項に係る発明は、請求項
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の番号に対応して「本件発明１」などという。 

本件訂正   ：原告の令和５年１０月２３日付け訂正請求書（甲１４）によ

る訂正 

本件明細書  ：本件特許に係る明細書及び図面（甲５） 

甲１公報   ：特開平１１－５８３３２号公報（甲１） 5 

甲１発明   ：甲１公報に記載された発明（発明の名称：木質板） 

甲３公報   ：特開２００３－９４４１１号公報（甲３） 

本件出願日  ：令和２年１０月３０日 

第１ 請求  

   本件決定のうち、特許第７０６４５５２号の請求項１、２及び４に係る特許を10 

取り消した部分を取り消す。 

第２ 事案の概要 

  本件は、特許異議の申立てに対する特許取消決定の取消訴訟である。争点は、

進歩性の判断の誤りである。 

 １ 特許庁における手続の経緯等（争いがない） 15 

⑴ 原告は、発明の名称を「木質ボード」とする発明について、令和２年１０

月３０日（本件出願日）、特許出願をし、令和４年４月２６日、本件特許に

係る特許権の設定登録を受けた（請求項の数４）。 

⑵ 本件特許につき、同年１１月１０日、特許異議の申立てがなされ、特許庁

は、同事件を異議２０２２－７０１０９１号事件として審理した。 20 

⑶ 原告は、令和５年１０月２３日、本件特許の特許請求の範囲の訂正（請求

項３の削除を含む。）を求める本件訂正を請求した。 

⑷ 特許庁は、令和６年５月２日、「特許第７０６４５５２号の特許請求の範

囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項

〔１－４〕について訂正することを認める。特許第７０６４５５２号の請求25 

項１、２及び４に係る特許を取り消す。特許第７０６４５５２号の請求項３
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に係る特許についての特許異議申立てを却下する。」との本件決定をし、そ

の謄本は、同月１３日、原告に送達された。 

⑸ 原告は、同年６月１０日、本件決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。 

２ 本件発明の内容等 

⑴ 本件訂正後の特許請求の範囲（請求項の数３）の記載は、以下のとおりで5 

ある（下線部は訂正箇所）。 

 【請求項１】 

   繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質小薄片が集合状

態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードであって、 

   上記木質ボードの密度が５００kg／㎥以上８００kg／㎥以下であり、 10 

   上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが０．０５㎜以上０．３５㎜以

下、上記繊維方向に沿った長さが１０㎜以上３５㎜以下、上記繊維方向と

直交する方向に沿った幅が０．５㎜以上１５㎜以下の細長形状に大きさと

形状が均質に揃い、節部分がなく、且つ上記繊維方向がランダムに配向さ

れていることを特徴とする木質ボード。 15 

 【請求項２】 

   請求項１の木質ボードにおいて、 

   木質ボードの木質小薄片は、厚さが０．１５～０．２５㎜、長さが２０

mm 以下、幅が５mm 以下の細長形状であることを特徴とする木質ボード。 

 【請求項３】 20 

  （削除） 

 【請求項４】 

   請求項１又は２の木質ボードにおいて、表面における二乗平均平方根高

さＳｑが０．００５～０．０１５μｍ又は表面における算術平均高さＳａ

が０．００２～０．００７μｍであることを特徴とする木質ボード。 25 

⑵ 本件明細書 
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本件明細書の記載は、別紙「特許公報」（甲５）の【発明の詳細な説明】

及び各図面のとおりである。 

３ 本件決定の理由等 

⑴ 本件決定は、本件訂正を認めた上で、別紙「異議の決定」（写し）のとお

り、本件発明１は甲１発明に基づき、本件発明２は甲１発明に甲３公報記載5 

の技術事項を適用することにより、本件発明４は甲１発明に基づき、いずれ

も当業者が容易に発明をすることができたものであると判断した。 

  原告は、本件訴訟において、本件決定の認定・判断のうち、次の点を争っ

ている。①甲１発明と本件発明１、２及び４に共通する相違点１及び２の認

定、②これらの相違点に係る容易想到性の判断、③甲１発明と本件発明２と10 

の相違点１’の容易想到性の判断。 

  他方、原告は、❶甲１発明の認定、❷甲１発明と本件発明１，２及び４に

共通する一致点の認定、❸前記相違点１’の認定については争っていない。 

  以下においては、本件決定のうち、甲１発明の認定と相違点１、２及び１’

に関する認定・判断部分の要旨についてのみ記載する。 15 

  ⑵ 甲１発明の認定 

 甲１公報には、以下の甲１発明が記載されている。 

「 木材薄片がバインダー樹脂により接着一体化された木材薄片集成板からな

る木質板であって、 

  木材薄片は、厚さの絶対値が０．０５～０．５０㎜、厚さの平均値が０．20 

１０～０．４５㎜のものが用いられ、 

  木材薄片の長さは、絶対値が２０．０～１５０．０㎜、平均値が４０．０

～１１５．０㎜の範囲内であることが好ましく、 

  木材薄片の幅は、絶対値が１．００～５０．００㎜、平均値が１０．００

～３５．００㎜の範囲内であることが好ましく、 25 

  木材薄片集成板をなす木材薄片の配列は、木目方向をほぼ一方向に揃えて
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配列されたものであってもよく、木材薄片の木目方向はランダムにしてもよ

く、 

  密度が０．４０～０．６５ｇ／㎤であり、 

  木材薄片の厚みの絶対値が０．０５～０．５０㎜と狭い範囲であるのでバ

ラツキが小さく、従って表面及び木口面の平滑性が優れており、木質板の角5 

部を削って孔が生じることを低減できるので木口面上に化粧板を貼着し易く、

しかも化粧板に凹部が現出するのを低減できる、 

  木質板。」 

⑶ 一致点及び相違点の認定 

 【一致点】 10 

繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質小薄片が集合状態

で積層されて接着一体化されてなる木質ボードであって、 

  上記木質ボードの密度が５００kg／㎥以上８００kg／㎥以下であり、 

 上記木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが０．０５㎜以上０．３５㎜以下、

上記繊維方向と直交する方向に沿った幅が０．５㎜以上１５㎜以下の細長形15 

状であり、繊維方向がランダムに配向されている木質ボード。 

 【相違点１】 

  「木質小薄片」の「繊維方向に沿った長さ」について、本件発明１では、

「１０㎜以上３５㎜以下」であるのに対して、甲１発明では、「４０．０～

１１５．０㎜の範囲内」である点。 20 

 【相違点２】 

「木質小薄片」について、本件発明１では、「細長形状に大きさと形状

が均質に揃い、節部分がな」いのに対して、甲１発明では、そのような

特定がされていない点。 

   【相違点１’】 25 

    「木質ボードの木質小薄片」について、本件発明２は、「長さが１０mm
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以上２０mm 以下」、「幅が０．５mm 以上５mm 以下」であることを特定して

いるのに対し、甲１発明は、「木材薄片の長さ」の「平均値」が「４０．０

～１１５．０mm の範囲内」であり、「木質薄片の幅」の「平均値」が「１

０．００～３５．００mm の範囲内」である点 

  ⑷ 各相違点の容易想到性 5 

 ア 相違点２について 

   事案に鑑み相違点２から検討する。 

(ｱ) 相違点２に係る本件発明１の構成のうち、「木質小薄片」が「細長

形状に大きさと形状が均質に揃っている」ことの技術的意味は、本件

明細書【００１３】及び【００５６】（以下、特記しない限り、【 】10 

内の数字は、本件明細書の段落を表すものとする。）の記載から、

「木質小薄片」が「細長形状に大きさと形状が均質に揃っている」こ

ととは、「厚さｔ」、「繊維方向寸法ｄ１（長さ）」及び「繊維直交

方向寸法ｄ２（幅）」が、「狭い範囲内に収まってい」ることや、

「ばらつきが小さ」いことなど、「一定範囲内にある」ことをいうも15 

のと理解することができる。 

(ｲ) 甲１発明において、木材薄片は厚さ、長さ及び幅それぞれの絶対値

の範囲が規定されていることに照らすと、厚さ、長さ及び幅それぞれ

の平均値は、前記(ｱ)の「一定範囲内」に収まっていることは明らかで

ある。 20 

  そうすると、甲１発明の木材薄片の厚さの絶対値が０．０５～０．

５０㎜であり、長さの絶対値が２０．０～１５０．０㎜であり、幅の

絶対値が１．００～５０．００㎜であることは、本件発明１の「木質

小薄片」が、「細長形状に大きさと形状が均質に揃っている」ことに

相当する。 25 

(ｳ) 特開平１１－５８３３０号公報（甲４）に、木材小片を木目方向に
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略配向させて積層・接着した配向ストランドボード（ＯＳＢ）や、長

尺木細片を配向させて積層・接着したＯＳＬ（ Oriented Strand 

Lumber）、ＰＳＬ（Parallel Strand Lumber）等の、細片化木材を用い

た再構成材は、原木を細片化してこれを再構成するために、原木から

切り出した製材品のように節等による欠陥が存在しないことが記載さ5 

れているとおり、細片化木材を用いた再構成材（ＯＳＢ、ＯＳＬ、Ｐ

ＳＬ等）は、原木を細片化してこれを再構成するため、原木から切り

出した製材品のように節等による欠陥が存在しないことは技術常識で

ある。 

甲１発明の「木材薄片」は、厚さ、長さ及び幅の絶対値及び平均値の10 

範囲が規定されており、このような木質薄片を用いた木質板であれば、

前記の公報記載の細片化木材を用いた再構成材と同様に、節等による

欠陥が存在していないといえる。 

  (ｴ) 以上を踏まえれば、相違点２は実質的な相違点ではない。 

 イ 相違点１について 15 

   (ｱ) 本件発明１に記載された厚さ、長さ及び幅に係る数値範囲は、【００

１７】に「木質小薄片の厚さ、長さ及び幅はいずれも平均値である。」

と記載されているように、平均値の範囲である。 

   (ｲ) 一般に、数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創

作能力の発揮である。そして、甲１発明は表面の平滑性の向上を課題20 

の一部としているところ、木材薄片を利用した木質板は、構成要素の

寸法が小さくなるに従い、得られる木質板の表面が平滑になるもので

あるから、平滑性等、所望の特性を得るよう、「繊維方向に沿った長

さ」の数値範囲を好適化して、すなわち、「木質小薄片」の「平均値」

を小さくして、「１０ｍｍ～３５ｍｍ以下」と特定することは、当業25 

者が通常の創作能力を発揮してなし得た程度のことである。 
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   (ｳ) 【００２２】、【００５６】等をみても、長さを「１０㎜以上３５㎜

以下」に限定したことにより奏される特段の効果が認められないから、

本件発明１が、長さを「１０㎜～３５㎜以下」とした点で、甲１発明

と比較して、進歩性を推認できる顕著な効果を持つとはいえない。 

     また、甲１公報において、長さの数値範囲を変更することの阻害要因5 

となる特段の記載や示唆はなく、また、甲１公報【０００３】には、

木質板の製造にあたって、構成要素の寸法を小さくすることによる利

点があることが示唆されている。 

   (ｴ) そうすると、相違点１に係る本件発明１の構成による作用効果は、格

別顕著なものとはいえず、甲１発明において、長さを変更することを10 

阻害する要因があるともいえないから、甲１発明において、木質小薄

片の長さのバラツキを小さくするにあたって、相違点１の本件発明１

の数値範囲とした点は、適宜なし得る設計事項程度のものである。 

  ウ 相違点１’について 

   (ｱ) 本件発明２において「長さが１０mm 以上２０mm 以下」、「幅が０．15 

５mm 以上５mm 以下」としたことによる作用効果の程度が格別顕著なも

のとはいえないから、相違点１’に係る本件発明２の構成は、適宜な

し得る設計事項程度のものである。 

   (ｲ) 甲３公報の木質板（1）において、木片の「厚さ０．２～０．２５

mm」、「長さ１０～１２mm」及び「幅０．５～２．５mm」が使用され20 

ることは、それぞれ、本件発明２の木質ボードの木質小薄片の「厚さ

０．１５～０．２５mm」、「長さ２０mm 以下」及び「幅が５mm 以下」

であることに相当し、甲３公報の木片の長さが幅に比べて長いことは、

本件発明２の「細長形状」に相当する。 

   (ｳ) 甲１発明と甲３公報に記載された技術とは、いずれも多数の木質小薄25 

片が集合状態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードに関する
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もので、属する技術分野が共通する。甲１公報【０００３】の記載を

踏まえると、表面の平滑性を高めることを目的として、甲１発明の木

質板において、表面の平滑性を高めるために、寸法が小さい甲３公報

記載の木片を適用し、相違点１’に係る本件発明２の構成となすこと

は、当業者が容易になし得たことである。また、本件発明２の作用効5 

果は、甲１発明及び甲３公報の技術事項から予測しうる範囲のもので

ある。 

⑸ したがって、本件発明１、２及び４は、甲１発明に基づいて当業者が容

易に発明をすることができたものであり、本件発明２は、甲１発明及び甲

３公報記載の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができた10 

ものである。 

４ 取消事由 

  原告主張の取消事由は、甲１発明に基づく本件発明の進歩性判断の誤りであ

り、具体的には、本件発明の進歩性判断について、以下の誤りがあると主張す

るものである。 15 

 ⑴ 相違点１、２の認定の誤り 

 ⑵ 相違点１の容易想到性判断の誤り 

 ⑶ 相違点２の容易想到性判断の誤り 

 ⑷ 相違点１’の容易想到性判断の誤り 

第３ 当事者の主張 20 

１ 相違点１、２の認定の誤り 

（原告の主張） 

⑴ 本件発明１の「上記木質ボードの密度が５００kg／㎥以上８００kg／㎥以

下であり、」との構成（以下「密度に係る構成」という。）、及び「上記木

質小薄片は」「上記繊維方向がランダムに配向されている」との構成（以下25 

「配向に係る構成」という。）は、相違点１に係る「木質小薄片の繊維方向
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に沿った長さが１０㎜以上３５㎜以下」である構成（以下「寸法に係る構成」

という。）及び相違点２に係る「細長形状に大きさと形状が均質に揃い、節

部分がない」構成（以下「形状等に係る構成」といい、「寸法に係る構成」

と併せて「寸法・形状等に係る構成」という。）と合わせ、これらすべての

発明特定事項の組み合わせにより、高強度で寸法安定性や表面性に優れる木5 

質ボードという、本件発明の技術的課題の解決手段として重要な技術的意義

を有している（以下、本件発明１を含む本件発明２、４についても同じ）。 

  この点を否定する本件決定の判断は、いずれも誤りである。 

 ア 本件明細書の【図６】（以下、単に【図６】という。）には、「密度に

係る構成」、「寸法・形状等に係る構成」及び「配向に係る構成」の奏す10 

る効果が記載されている。 

   また、【００１８】、【００５６】、【００５８】及び【図６】には、

高強度かつ表面性に優れることは、「寸法・形状等に係る構成」と「密度

に係る構成」を兼ね備えることにより達成されることが記載されている。 

   さらに、高強度かつ寸法安定性に優れる木質ボードとは、【００４６】15 

に「木質小薄片１によって木質ボードＡの均質性と強度とを兼ねている」

と記載のとおり、高強度で寸法安定性に優れた上でさらに均質なものと判

断できる。ここで、「高強度で寸法安定性に優れた上でさらに均質な」木

質ボードとは、「吸放湿による反りが発生し難く」い（吸放湿時の長さ変

化率が小さい）こと（【００１８】、【００５６】、【００５８】）に加20 

えて、「曲げヤングが縦横に均一であり、寸法安定性での異方性」の無い

木質ボード（【００５８】、【図６】）といえるから、「木質小薄片」の

繊維方向が一方向に配向されているものでは達成されず、「ランダムに配

向されている」ことが必要である。 

このように、「寸法・形状等に係る構成」、「配向に係る構成」、25 

「密度に係る構成」を組み合わせることでしか、本件発明の目的とする
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「木質ボード」が得られないと理解することができる。 

 イ 実験成績証明書⑴（甲１７）によれば、木質小薄片の繊維方向を基準方

向に配向した「比較実験例２」は、木質小薄片の繊維方向がランダムに配

向されている「実験例１」と比較して寸法安定性（変化率及び異方性）に

劣ることから、「配向に係る構成」は木質ボードの「異方性」の有無に影5 

響し、寸法安定性の向上に寄与することが示されている。 

   また、「密度に係る構成」の範囲外とした「比較実験例３」は、本件発

明１の構成を有する「実験例１」と比較して、強度及び表面性に劣る。こ

のことは、「寸法・形状に係る構成」を有した上で「密度に係る構成」と

することは、本件発明の技術的課題と直接関係することを示している。 10 

   このように、実験成績証明書⑴（甲１７）は、本件発明１の発明特定事

項を併せ持つ実験例１（本件発明１）の効果に対して、いずれかの発明特

定事項を有しない比較実験例１－１、１－２、２及び３では同様の効果が

得られないことを示している。 

  ⑵ 以上のとおり、本件決定において認定された相違点１、２に係る「寸法・15 

形状等に係る構成」は、「密度に係る構成」及び「配向に係る構成」ととも

に、互いに関連し、ひとまとまりの手段として機能し、相乗効果を奏するも

のであるから、ひとまとまりの相違点として認定して判断しなければならな

いものであって、前記各構成の技術的意義の判断を誤り、相違点１、２を個

別に認定した本件決定の認定は誤りである。 20 

    このような相違点の認定の誤りは、容易想到性が区々に判断され、本来で

あれば進歩性が認められる発明の進歩性が否定される結果を生じ得るもので

あるから、結論に影響を及ぼす重大な誤りである。 

（被告の主張） 

⑴ 本件明細書には、課題を解決するための手段（【００１４】）において、25 

「形状等に係る構成」（「細長形状に大きさと形状が均質に揃っていること」
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及び「節部分がな」いこと）と「配向に係る構成」の記載がないことから、

これらの構成と課題を解決すべき手段との直接の関係を示す記載も示唆もな

いことは、本件決定のとおりである。 

特に、「節部分がな」いことに関しては「節部分が除去されており」

（【００４６】）と、「配向に係る構成」に関しては「繊維方向がランダム5 

に配向されていてもよい」（【００３４】）と記載されているにとどまり、

本件明細書全体をみても、課題を解決すべき手段との技術的関係を合理的に

理解させる記載はない。 

  「密度に係る構成」に関しても、本件明細書の記載から、原告主張の技術

的意義を有することを理解することができない。 10 

したがって、相違点１、２の「寸法・形状等に係る構成」に「配向に係る

構成」と「密度に係る構成」を加えたひとまとまりの手段と、本件発明の技

術的課題の解決手段との直接の関係が示されているとはいえない。 

⑵ 実験成績証明書⑴（甲１７）については、特許法が先願主義を採用し、発

明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨か15 

ら、当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、

進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、

出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限

り許されないというべきである。 

  仮にこれを参酌したとしても、各発明特定事項と得られる木質ボードの物20 

性は理解することができるとしても、各発明特定事項相互間の技術的関係は

何ら理解することはできず、「寸法・形状等に係る構成」、「配向に係る構

成」と「密度に係る構成」がひとまとまりとして機能し、相乗効果を奏して

いると理解することはできない。 

⑶ したがって、本件決定の相違点の認定に誤りはない。 25 

２ 相違点１の容易想到性判断の誤りについて 
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（原告の主張） 

⑴ 甲１公報には、木材薄片の長さを、好ましい範囲である「平均値が４０．

０～１１５．０㎜」（甲１公報【００１２】）よりも小さい「１０㎜以上３

５㎜以下」とすることについて、何ら記載も示唆もない。 

⑵ 甲１公報は、「構成要素の寸法が小さくなるに従い、得られる木質板は均5 

質になり、表面も平滑になるが、強度、剛性は低下し、密度は増加する傾向

がある。逆に構成要素の寸法を大きくすると、木材本来が持っている強度、

密度に近づいて行くが、そのような木質板は不均質で、表面の凹凸も大きく

なる傾向がある」（甲１公報【０００３】）とした上で（すなわち、長さ等

の寸法を小さくすることによる欠点も考慮した上で）、木質板に要求される10 

特性を持たせるために、種々の検討を重ねた結果（甲１公報【０００４】～

【０００７】）、「木材薄片の長さは、絶対値が２０．０～１５０．０㎜、

平均値が４０．０～１１５．０㎜の範囲内であることが好ましい」（甲１公

報【００１２】）ことに到達したものといえるから、甲１公報に接した当業

者が、木材薄片の長さを、好ましい範囲の「平均値が４０．０～１１５．０15 

㎜」からそれよりも小さい「１０㎜以上３５㎜以下」とすることをあえて試

みる動機付けの存在が認められず、相違点１に係る構成に到達するためにし

たはずであるという示唆等が存在しないばかりか、その推測すら成り立たな

い。 

⑶ 甲１公報には、甲１発明の構成による実施例１（甲１公報【００２０】）20 

と比較して、作用効果が劣る比較例１として「①芯層をなす木材薄片として、

長さの絶対値が７０～８０㎜（長さの平均値が７５㎜）」及び「②表面層を

なす木材薄片として、長さの絶対値が７０～８０㎜」が記載されている（甲

１公報【００２２】）ことから、甲１発明において、木材薄片の長さの平均

値を７５㎜よりもさらに小さい「１０㎜以上３５㎜以下」（相違点１）に構25 

成することは、当業者が通常考えないから、阻害要因がある。 
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⑷ 相違点１に係る、木質小薄片の長さを「１０㎜～３５㎜以下」と限定する

構成は、実験成績証明書⑴（甲１７）のとおり、木質ボードの「強度」、

「寸法安定性」及び「表面性」の向上に寄与するという有利な効果を奏する。 

  加えて、実験成績証明書⑴（甲１７）のとおり、本件発明１の構成を有す

る「実験例１」と、木質小薄片の長さを甲１発明の範囲の構成とした「比較5 

実験例１－１」及び「比較実験例１－２」とを対比すると、強度（ＭＯＥ）

は全て「〇」で相違がない一方で、表面性（平滑性）に関しては、「比較実

験例１－１」及び「比較実験例１－２」が「×」で、「実験例１」の「〇」

よりも劣ることが理解できる。すなわち、木質小薄片の長さを小さくした本

件発明１では、表面性（平滑性）は「×」から「〇」に推移するが、強度10 

（ＭＯＥ）は「〇」のままに維持され、前記の甲１公報【０００３】の記載

と異なり、強度（ＭＯＥ）が低下しない。 

したがって、相違点１に係る本件発明の構成には、特段の効果が認められ、

進歩性を推認できる顕著な効果を持つといえる。 

（被告の主張） 15 

⑴ 甲１公報は、木材薄片の厚さ及び幅に着眼しているものであって（甲１公

報【０００１】、【０００９】、【００１２】）、長さについては「平均値

が４０．０～１１５．０mm の範囲内であることが好ましい。」（甲１公報

【発明の実施の形態】【００１２】）と記載されているものの、【課題を解

決するための手段】としては記載されていないし、長さを当該範囲にするこ20 

との技術的意義についても記載されていない。原告指摘の各記載をみても、

木材薄片の長さに着目した検討を重ねたことは窺われない。 

  また、木質板の製造に当たり、構成要素の寸法を小さくすることによる

「得られる木質板は均質になり、表面も平滑になる」との利点も記載されて

いる（甲１公報【０００３】）。 25 

⑵ 特開平１０－２４９８１７号公報（甲２）には、「板状に成形」される
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「配向性ストランドマットＳＭ」に、「長さが２４㎜」のストランド（木質

薄片）を用いた点が記載されており（甲２の【０００９】、【００３４】）、

甲３公報には、木質板に使用される木片の好適なサイズとして、芯層におい

て「長さ１～５０㎜」が、表裏層において「長さ１～３０㎜」が示され、

「長さ１～３０㎜」の木片が木質板の芯層においても表裏層においても好適5 

に用いられること（甲３公報【０００６】、【０００８】）が記載されてい

るように、当該技術分野においては、木質板の構成要素の長さを本件発明１

のものと同程度のものとすることは、周知の事項である。 

⑶ したがって、甲１発明において、木質板の均質性や表面の平滑性の観点か

ら、「木材薄片の長さ」を寸法が小さくなるよう変更することは、当業者が10 

容易に想到しうることであるし、前記の周知の事項を併せ考えれば、木質薄

片の長さを、好ましい範囲の「平均値が４０．０～１１５．０㎜」から、そ

れよりも小さい「１０㎜以上３５㎜以下」とする動機付けは十分に認められ

る。 

⑷ 本件明細書には、木質小薄片の長さを「１０㎜以上３５㎜以下」とするこ15 

とにより、木質ボードの「強度」、「寸法安定性」及び「表面性」が向上す

るという効果は何ら記載されていないことは、前記のとおりである。 

  したがって、これらの点について、実験成績証明書⑴（甲１７）に基く主

張は採用されるべきではないが、仮に参酌したとしても、木質小薄片の平均

値が「１０㎜～３５㎜以下」であることによる効果は、通常想定されるもの20 

と異なるものではなく、顕著な効果が奏されるとはいえない。 

３ 相違点２の容易想到性判断の誤りについて 

（原告の主張） 

⑴ 本件発明１の「木質小薄片」は「１０㎜以上３５㎜以下」（公差２５㎜）

であるのに対し、甲１発明の「木材薄片」は「４０．０～１１５．０㎜の範25 

囲内」（公差７５．０㎜）であり、本件発明１の「木質小薄片」よりも公差
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（スケール）が３倍以上大きいため、「狭い範囲内に収まってい」るとはい

えず、「ばらつきが小さ」いともいえないから、「細長形状に大きさと形状

が均質に揃」っているとはいえない。 

⑵ 甲１発明の「木材薄片」は、本件発明１の「木質小薄片」と比較して、前

記の公差に加え、長さの中央値（目標値）も大きく相違するから、節等によ5 

る欠陥が存在している。 

実験成績証明書⑵（甲１９）のとおり、木質小薄片の厚さ、長さ及び幅の

寸法を本件発明１の構成とした「実験例２」は節部分がないのに対し、長さ

のみを６０㎜とした「比較実験例５」、長さのみを１００㎜とした「比較実

験例６」では節部分のある不良薄片が含まれているから、長さが「４０．０10 

～１１５．０㎜の範囲内」である甲１発明の木材薄片に「節部分」がないと

はいえない。 

⑶ したがって、相違点２は実質的な相違点ではないとする本件決定の判断は

誤りである。 

（被告の主張） 15 

  ⑴ 木質小薄片（木材薄片）の長さの平均値が「１０㎜以上３５㎜以下」（本

件発明１）、あるいは「４０～１１５㎜以下」（甲１発明）であるというこ

とは、複数の集合体である木質小薄片の全体の平均値を算出した値が上記範

囲の中にあるということを意味するのであり、上記範囲の上限値と下限値の

差（原告主張の「公差」）と、各木質小薄片の個々の長さに着目した場合の20 

ばらつきや長さの幅との間に、何らの技術的関係も見出せない。 

  ⑵ 本件明細書には「節部分が除去されており」（【００４６】）と記載され

ているのみで、「節部分」がどのようなものであるかの説明はなく、「新版 

木材工業ハンドブック」（乙１）によれば、「節」とは「枝が幹に巻き込ま

れてできるもので、節の周囲では材の繊維が錯走しており目切れ材をつくり、25 

また死節では節の繊維と周囲の材の繊維が連続していないから乾燥に際して
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この部分に緩み、干裂を生じ強度低下の原因となる」ものであるから、「節

部分」とは、かかる「節」の部分を意味すると解するのが合理的である。 

そして、実験成績証明書⑵（甲１９）の［節部分のある不良薄片の例］と

される写真には、上記の「節」の部分があることを確認することができない

から、そのようなものが比較実験例５、６において含有されていたとしても、5 

そのことをもって、甲１発明において、実質的な節部分はないものとはいえ

ないと理解することはできない。 

 ４ 相違点１’の容易想到性判断の誤りについて 

  （原告の主張） 

   本件発明２が甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたも10 

のであり、また、甲１発明及び甲３公報の技術事項に基づいて当業者が容易に

発明をすることができたものであるとの判断については、誤りがある。 

  （被告の主張） 

   争う。原告は本件発明２について実質的な主張をしていない。 

第４ 当裁判所の判断 15 

 １ 本件発明について 

本件明細書の記載（別紙「特許公報」参照）によれば、本件発明について、

次の記載があると認められる。 

⑴ 技術分野 

    本発明は、木質ボードに関するものである。（【０００１】） 20 

  ⑵ 背景技術 

一般に、既存の木質ボードとしてラワン合板等の南洋材合板はよく知られ

ており、広く利用されているが、近年入手が難しくなってきている。配向性

ストランドボード（ＯＳＢ）、パーティクルボード（ＰＢ）及びＭＤＦには、

それぞれ、配向性ストランドボード（ＯＳＢ）は強度が高いものの表面性が25 

不足している、パーティクルボード（ＰＢ）は価格が安いが強度が不足して
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いる、ＭＤＦは表面性がよいものの寸法安定性が十分ではないとの問題があ

る上、いずれも南洋材合板と比較して密度が大きい難がある。（【０００

２】、【０００４】） 

このように、原料の安定性に加え、強度、重量、表面性、さらに寸法安定

性といった複数の要素を満足する木質ボードが存在していないのが現状であ5 

る。（【０００５】） 

  ⑶ 発明が解決しようとする課題 

先行技術文献に示される木質ボードには、それぞれ、木材薄片の厚さや

大きさを表面層と芯層とで異ならせているため、製造時には２種類の木材薄

片を用意する必要があり、製造や管理に手間がかかる、木質ボードの表面に10 

凹凸が生じ、表面平滑性を確保できない、基材を２次加工するために手間が

かかるだけでなく、基材と繊維層との２重構造となるために、ボードの厚さ

を小さくすることに限度があり、吸湿による寸法変化を抑制することもでき

ない等の問題がある。（【００１０】～【００１２】） 

 本発明の目的は、多数の木質薄片を積層する構造の木質ボードに改良技術15 

を施すことにより、１種類の大きさの木質薄片のみを用いて、高強度で寸法

安定性や表面性に優れ、製造の容易な木質ボードが得られるようにすること

にある。（【００１３】） 

⑷ 課題を解決するための手段 

ア 上記の目的を達成するために、この発明では、配向性ストランドボード20 

（ＯＳＢ）の構成材料として通常使用される切削片に対し、厚さを含む大

きさを微小な範囲に限定した木材薄片を用い、この木材薄片の大きさをさ

らに微小な範囲に限定した木質小薄片を構成材料とし、その多数の木質小

薄片を集合状態で積層して木質ボードとするようにした。（【００１４】） 

なお、「切削片」は、配向性ストランドボード（ＯＳＢ）用途に原木25 

から切削され、構成材料として通常使用されるものをいい、「木質薄片」
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は、「切削片」と同様に原木から切削されるものであるが、「切削片」

の通常一般の厚さの範囲外でそれよりも薄くて小さい薄片をいい、本発

明に係る「木質小薄片」は、「木質薄片」と同じ厚さ範囲で「木質薄片」

よりも小さい薄片をいう。（【００１５】） 

実施例でみると、本発明に係る木質小薄片１，１，…は、通常一般の5 

配向性ストランドボード（ＯＳＢ）の構成材料として使用される切削片

が一般的には長さが１１０㎜（長いものでは１５０～２５０㎜程度）、

幅が１５～２５㎜（長いものでは長さの１／３程度）であるのに対し、

それよりも寸法の小さい薄片（好ましくは長さ３５mm 以下、幅１５mm 以

下）である。（【００２８】） 10 

イ 第１の発明は、繊維方向に沿った表裏面を有する細長形状の多数の木質

小薄片が集合状態で積層されて接着一体化されてなる木質ボードが対象で

あり、この木質小薄片は、上記表裏面間の厚さが０．０５㎜以上０．３５

㎜以下、上記繊維方向に沿った長さが１０㎜以上４０㎜以下、上記繊維方

向と直交する方向に沿った幅が０．５㎜以上１５㎜以下であることを特徴15 

としている。この第１の発明では、前記寸法の細長形状の多数の木質小薄

片が集合状態で積層されて接着一体化により構成されている。木質小薄片

の厚さ、長さ及び幅はいずれも平均値である。このように木質ボードは、

後述のＰ１工程で得られる特定の厚みを有する木質薄片を、同じく後述の

Ｐ２工程において木質薄片の繊維方向及び繊維直交方向に粉砕した１種類20 

の大きさの木質小薄片のみで構成され、その木質小薄片は厚さが極めて薄

く、０．０５～０．３５㎜という狭い範囲内に収まっているので、多数の

木質小薄片は厚さのばらつきが小さくて均一な厚さに揃ったものになり、

木質小薄片の長さ及び幅も一定範囲内にある。（【００１６】～【００１

８】） 25 

ウ 第２の発明は、第１の発明の木質ボードにおいて、その木質小薄片は、



20 

 

厚さが０．１５～０ ．２５㎜、長さが２０㎜以下、幅が５㎜以下の細長

形状であることを特徴とする。（【００１９】） 

エ 第３の発明は、第１又は第２の発明の木質ボードにおいて、密度が５０

０～８００kg／㎥であることを特徴とする。（【００２０】） 

オ 〔注：実施例〕本件明細書の【図３】は、木質小薄片を概略的に示す拡5 

大斜視図である。木質小薄片１は、導管や仮導管等による繊維１ａ，１ａ，

…を有し、その繊維１ａに沿った方向の繊維方向寸法ｄ１が、繊維方向と

直交する方向に沿った繊維直交方向寸法ｄ２よりも長い細長形状（短冊形

状）である。繊維方向寸法ｄ１を長さとし、繊維直交方向寸法ｄ２を幅と

すると、長さｄ１は４０㎜以下、好ましくは３５㎜以下、より好ましくは10 

３０㎜以下、より一層好ましくは２５㎜以下、さらに好ましくは１０～２

０㎜（１０㎜以上かつ２０㎜以下）である。また、幅ｄ２は４０㎜以下、

好ましくは１５㎜以下、より好ましくは０．５～５㎜（０．５㎜以上かつ

５㎜以下）である。木質小薄片１の長さｄ１及び幅ｄ２はいずれも平均値

とする。（【００２３】、【００２８】） 15 

    【図３】 
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カ 〔注：実施例〕上記木質ボードＡ内において、多数の木質小薄片１，１，

…は、その繊維１ａ，１ａ，…に沿った方向である繊維方向（長さ方向）

が基準方向に配向されていてもよいが、この繊維方向の配向性は必須では

なく、繊維方向がランダムに配向されていてもよい。（【００３４】） 

  ⑸ 発明の効果 5 

ア 第１の発明は、木質小薄片の厚さのばらつきが小さくて均一な厚さに揃

ったものになり、長さ及び幅も一定範囲内にあるので、木質ボードは大き

さが一定範囲内に揃った木質小薄片が集合して均質なものとなる。そのた

め、木質ボードの強度が高くなるだけでなく、吸放湿による反りが発生し

難くなり、南洋材合板と同程度の良好な寸法安定性が得られる。また、多10 

数の木質小薄片が均一な大きさに揃っているので、通常の配向性ストラン

ドボード（ＯＳＢ）のように木質ボードの表面に大きな凹凸は生じず、木

質ボードは表面性に優れたものとなる。また、均一な大きさの多数の木質

小薄片を集合させて積層するので、その製造も容易となる。（【００１

８】） 15 

イ 第２の発明は、第１の発明よりも木質小薄片の厚さ、長さ及び幅をさら

に限定することにより、木質ボードの寸法安定性及び表面性がさらに向上

する。（【００１９】） 

ウ 第３の発明は、木質ボードの密度を限定することにより、木質ボードの

強度がさらに高くなる。（【００２０】） 20 

エ 以上説明したように、本発明によると、多数の木質小薄片はばらつきの

小さい均一な大きさに揃ったものになり、木質ボードの強度を高くするこ

とができるとともに、南洋材合板と同程度の良好な寸法安定性及び表面性

が得られ、木質ボードを容易に製造することができる。（【００２２】） 

オ 〔注：実施例〕また、木質小薄片１，１，…は、節部分が除去されてお25 

り、ばらつきがなくて細かい範囲内の大きさのものに保たれているので、
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マットＡ１全体で均質になり、このことによって木質ボードＡの強度のば

らつきがなくなる。つまり、大きなストランド（切削片）を用いるストラ

ンドボードでは、例えば節部分を含む不均一なマットにより部分的（スポ

ット的）に薄くて低強度部分が生じ、強度のばらつきがでるが、それがな

くなる。しかも、木質小薄片１，１，…も薄い方がマットＡ１の均質性が5 

高くなり、木質ボードＡの強度が出易くなる。一般に大きなストランド

（切削片）を用いるストランドボードは強度を大きくできるのに対し、本

発明では切削片よりも薄くて小さい木質薄片（切削後木質薄片）を粉砕に

よりさらに小さくした木質小薄片１によって木質ボードＡの均質性と強度

とを兼ねている。（【００４６】） 10 

カ 〔注：実施例〕本発明に係る単層の木質ボードＡは、１種類の木質小薄

片１，１，…のみで構成され、その木質小薄片１，１，…の厚さｔが極め

て薄く、０．０５～０．３５㎜という狭い範囲内に収まっているので、多

数の木質小薄片１，１，…は厚さｔのばらつきが小さくて均一な厚さｔに

揃ったものになる。また、木質小薄片１，１，…の繊維方向寸法ｄ１（長15 

さ）及び繊維直交方向寸法ｄ２（幅）も一定範囲内にあるので、木質ボー

ドＡは大きさが一定範囲内に揃った木質小薄片１，１，…が集合して均質

なものとなる。そのため、木質ボードＡの強度が高くなるだけでなく、吸

放湿による反りが発生し難く、南洋材合板と同程度の良好な寸法安定性が

得られる。また、多数の木質小薄片１，１，…が均一な大きさに揃ってい20 

るので、通常の配向性ストランドボード（ＯＳＢ）のように木質ボードの

表面に大きな凹凸が生じることはなく、木質ボードＡは表面性に優れたも

のとなる。また、均一な大きさの多数の木質小薄片１，１，…を集合させ

て積層するので、その製造も容易となる。（【００５６】） 

【図６】は、本発明に係る木質ボードＡの特性を他の材料のボードと25 

比較して例示したものであり、木質ボードＡは、曲げヤング、吸放湿時
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の長さ変化率、平滑性がラワン合板程度に大きく、ラワン合板に比べ寸

法安定性での異方性や表面性における色調・色均質性が優れている。ま

た、木質ボードＡは、配向性ストランドボード（ＯＳＢ）に比べ、曲げ

ヤングが縦横に均一であり、寸法安定性での異方性や表面性における平

滑性、色調・色均質性が良好である。すなわち、木質ボードＡは、高強5 

度で寸法安定性や表面性に優れる。（【００５８】） 

    【図６】 

 

 ２ 甲１発明及び本件発明との相違点の認定について 

   証拠（甲１、５，１０、１４、１５）及び弁論の全趣旨によれば、甲１発明10 

の内容及び本件発明との相違点１、２及び１’については、本件決定が認定し

たとおりであると認められる。 

３ 相違点１、２の認定の誤りについて 

  ⑴ 原告は、本件決定において個別に認定された相違点１、２に係る本件発明

１の各構成（「寸法に係る構成」及び「形状等に係る構成」、併せて「寸15 

法・形状等に係る構成」）、「密度に係る構成」及び「配向に係る構成」は、

発明の技術的課題の解決手段として、互いに関連するひとまとまりの手段と
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して機能し、相乗効果を奏するものであるから、併せて一つの相違点として

判断しなければならない旨主張する。 

  ⑵ しかし、本件明細書には、前記１の各記載を含め、「高強度で寸法安定性

や表面性に優れ、製造の容易な木質ボード」という発明の技術的課題の解決

手段（前記１⑶⑷ア）として、①「寸法に係る構成」を含む木質小薄片の厚5 

さ、長さ及び幅の数値範囲の構成が本件発明１とほぼ同じである「第１の発

明」の木質ボード（前記１⑷イ）とその奏する効果（前記１⑸ア、エ）、②

「第１の発明」の木質ボードが本件発明２の厚さ、長さ及び幅の数値範囲の

構成を有する「第２の発明」の木質ボード（前記１⑷ウ）とその奏する効果

（前記１⑸イ、エ）、③「第１の発明」又は「第２の発明」の木質ボードが10 

「密度に係る構成」を有する「第３の発明」の木質ボード（前記１⑷エ）と

その奏する効果（前記１⑸ウ、エ）、④「密度に係る構成」及び「寸法・形

状等に係る構成」を含む本件発明１の木質小薄片の厚さ、長さ及び幅の数値

範囲の構成を有するが、「配向に係る構成」については繊維方向の配向性は

必須ではなく、繊維方向がランダムに配向されていてもよい木質ボードＡ15 

（前記１⑷オ、カ）とその奏する効果（前記１⑸オ、カ）については記載さ

れている。しかし、「配向に係る構成」の効果は、本件発明の効果として示

されておらず、「密度に係る構成」、「寸法・形状等に係る構成」及び「配

向に係る構成」が、それぞれ単独で奏する効果を超えて、互いに関連して機

能することを示す記載や相乗効果を奏することを示す記載はなく、そのよう20 

に機能することが想定可能とみるべき作用機序等の記載も認められない。 

  ⑶ また、本件明細書における発明の効果の記載がこのようなものである場合

に、本件訴訟提起後である令和６年８月９日付けで作成された実験成績証明

書⑴（甲１７）を参酌すべきか否かという点を措くとしても、実験成績証明

書⑴（甲１７）には、実験結果として、本件発明１に含まれる実験例１と比25 

べて、 
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① 木質小薄片の長さを本件発明１の範囲よりも長い６０㎜とした比較実験

例１－１では表面性１(平滑性)に劣ること、 

② 木質小薄片の長さを本件発明１の範囲よりも長い１００㎜とした比較実

験例１－２では強度（曲げヤング）及び寸法安定性１（変化率）に係る物

性のばらつきが大きく、表面性１(平滑性)に劣ること、 5 

   ③ 比較実験例２として木質小薄片がランダムではない配向をしたものは、

配向と直交方向で強度と変化率が異なる異方性があること、 

④ 比較実験例３として木質ボードの密度が低いものでは、寸法安定性１

（変化率）に係る物性のばらつきが大きいこと、強度及び表面性１(平滑

性)が劣ること、 10 

⑤ 比較実験例４－１及び４－２として、木質小薄片の長さが本件発明１の

範囲よりも長く、木質小薄片がランダムではない配向をしたものは、配向

と直交する方向での強度及び寸法安定性１（変化率）が劣り、寸法安定性

２（異方性）があり、表面性１（平滑性）に劣ること、 

が示されているにとどまる。 15 

これらの実験結果によれば、木質小薄片の長さ、木質ボードの密度又は木

質小薄片の配向性を異ならせて比較した場合、これらの要素が強度、寸法安

定性又は平滑性に影響を与えることが分かるものの、「密度に係る構成」、

「寸法・形状等に係る構成」及び「配向に係る構成」が単独で奏する効果と

その重なり合いを超えて、各構成が互いに関連して機能し、組合せによる相20 

乗効果を奏することまでは認められない。 

    「実験の結論（考察）」として記載されている内容をみても、各構成が奏

する上記の効果とその理由は述べられているが、各構成が互いにどのように

関連して相乗効果を奏しているのかについての説明はない。 

  ⑷ 以上のとおり、本件明細書の記載のほか、実験成績証明書（甲１７）を参25 

酌したとしても、相違点１、２に係る本件発明１の各構成が、「密度に係る
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構成」、「配向に係る構成」とともに、互いに関連して相乗効果を奏するも

のとは認められない。 

    したがって、原告の前記主張は、その前提が認められないから採用するこ

とはできず、本件決定の相違点の認定に誤りがあるとはいえない。 

４ 相違点１の容易想到性判断の誤りについて 5 

⑴ 原告は、木質小薄片の繊維方向に沿った長さについて、甲１発明の木質ボ

ードの「４０．０～１１５．０mm の範囲内」から本件発明の「１０mm 以上

３５mm 以下」とすることは当業者が適宜なし得たとする本件決定の判断は、

誤りである旨主張する。 

  ⑵ そこで、まず、甲１発明における木質薄片の長さが有する技術的意義につ10 

いて検討する。 

甲１公報には、発明が解決しようとする課題は「木質薄片を原料とする木

質板において、製造工程の簡略化が可能であり、表面と木口面の平滑性を向

上でき、芯部の強度及び剛性を向上でき、木材薄片のカールや折れ曲がりに

起因するボイドの発生を低減でき、密度を低く設定でき、耐水性を向上させ15 

て寸法安定性を向上できることのうち、少なくとも製造工程の簡略化と、表

面と木口面の平滑性の向上と、強度及び剛性の向上を実現できる木質板を提

供すること」（甲１公報【０００８】）であって、その解決手段は「厚さの

絶対値が０．０５～０．５０㎜の木材薄片がバインダー樹脂により接着一体

化」及び「木材薄片の幅の絶対値が１．００～５０．００㎜であること」を20 

含むこと（甲１公報【０００９】）が記載されている一方、木質薄片の長さ

について、長さの絶対値の範囲が課題を解決する手段に含まれることは記載

されていない。 

また、発明の実施の形態における記載では、厚さの数値範囲は、強度、剛

性、生産性、成形後の密度及び表面の平滑性の観点により（甲１公報【００25 

１１】）、また、幅の数値範囲は、接着不良による強度低下、木材薄片の変
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形によるバインダーの付着困難性、ボイド（泡）発生による木材薄片の剥離

や表面の平滑度の低下の観点により、それぞれ選択されること（甲１公報

【００１２】）が記載されているところ、長さについては「絶対値が２０．

０～１５０．０㎜、平均値が４０．０～１１５．０㎜の範囲内であることが

好ましい」と記載されているにすぎず（甲１公報【００１２】）、その数値5 

範囲内外で課題解決や効果に差異があることは記載されていない。 

原告が指摘する記載箇所（甲１公報【０００４】～【０００７】）をみて

も、木材薄片の長さについての言及はなく、前記の好ましい数値がどのよう

な根拠に基づき選択された数値なのかは明らかではない。 

これらの甲１公報の記載に照らすと、甲１発明における木質薄片の長さに10 

係る数値範囲は、少なくとも厚さ及び幅に関するものと同様の技術的意義を

有するものとまでは認められないから、木質薄片の長さを記載された数値範

囲外とすることが、甲１公報から認定される技術思想（甲１発明）を逸脱し、

又は齟齬を生じさせるものとはいえない。 

⑶ 他方、甲１公報には、木質薄片を用いた木質板について「構成要素の寸法15 

が小さくなるに従い、得られる木質板は均質になり、表面も平滑になるが、

強度、剛性は低下し、密度は増加する傾向がある。逆に構成要素の寸法を大

きくすると、木材本来が持っている強度、密度に近づいて行くが、そのよう

な木質板は不均質で、表面の凹凸も大きくなる傾向がある」こと（甲１公報

【０００３】）、「木質板を床材に応用するには、その木質板に強度、剛性、20 

さらに表面平滑性を持たせる必要がある」こと（甲１公報【０００４】）が

記載されているところ、これらの記載から把握される、木質板における木質

薄片の寸法と、これを使用して得られる木質板の均質性、平滑性、強度、剛

性及び密度の定性的な関係や、床材への応用における必要な特性は、木質板

の技術分野に属する当業者であれば当然認識している技術常識であると認め25 

られる。 
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このような技術常識に照らせば、甲１発明において、木質薄片の寸法を木

質板の用途に応じて調整、最適化し、その「繊維方向に沿った長さ」を甲１

発明の寸法よりも小さくし、相違点１に係る本件発明１の構成である「１０

㎜以上３５㎜以下」とすることは、当業者が有する通常の創作能力の発揮と

いえるから、当業者が容易に想到することができたものである。 5 

なお、本件明細書の記載をみても、「寸法に係る構成」の数値範囲が臨界

的意義を有するとは認められない。 

⑷ 前記⑶の認定を争う原告の主張は、以下のとおり、いずれも採用すること

ができない。 

ア 原告は、甲１公報に、木質薄片の長さを前記の好ましい範囲よりも小さ10 

い「１０㎜以上３５㎜以下」とすることについての記載も示唆もないから、

容易想到とはいえない旨主張する。 

しかし、既に述べたとおり、「１０㎜以上３５㎜以下」とすることは、

発明に係る物の用途に応じた数値範囲の好適化であるから、甲１公報に

原告指摘の記載や示唆がなくとも、当業者には容易に想到することがで15 

きたと認められる。 

   イ 原告は、甲１公報には長さ等の寸法を小さくすることによる欠点も記載

され、種々の検討を重ねた結果、木材薄片の長さを前記の好ましい数値

の範囲内とすることに到達したものであるから、動機付け等が認められ

ない旨主張する。 20 

     しかし、前記⑵のとおり、甲１発明における木質薄片の長さに係る数値

範囲は、課題解決手段として幅や厚さの数値と同様の技術的意義を有す

るものではなく、当該数値範囲が選択された具体的根拠は明らかにされ

ていないから、当業者において、前記技術常識に基づき、これと異なる

長さに係る数値を選択することは通常の創作能力の発揮であるというべ25 

きである。 
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   ウ 原告は、甲１公報に記載された実施例、比較例１とその比較結果からみ

て、甲１発明において、比較例１で採用された木材薄片の長さの平均値

７５㎜よりもさらに小さいものとすることには阻害要因がある旨主張す

る。 

     しかし、甲１公報記載の比較例１は、木質薄片の長さのみならず、厚さ、5 

幅とも、絶対値の範囲及び平均値が実施例１と異なり、芯層と表面層で

も厚さが異なるものであり（甲１公報【００２０】、【００２２】）、

比較例１は表面及び木口面の平滑性が実施例１の木質板に比べて劣り、

実施例１よりも密度が大きく、曲げ強さ及び曲げヤング係数がやや小さ

い（甲１公報【００２０】、【００２３】）との比較結果は、木材薄片10 

の厚さ、幅及び長さの寸法を調整した結果生ずる一つのパターンを示し

たものにすぎず、甲１公報に接した当業者が、これらの比較結果及び前

記⑶の技術常識を踏まえ、長さを含む木質薄片の寸法を木質板の用途に

応じて調整、最適化することを妨げるものとはいえない。例えば、木質

板及びその製造方法の発明である甲３公報の実施形態において、芯層に15 

使用される木片は「好ましくは」長さ１～５０mm、「更に好ましくは」

長さ２０～２５mm（甲３公報【０００６】）、表裏層に使用される木片

は「好ましくは」長さ６～１２mm（甲３公報【０００８】）とされてい

ることも踏まえると、甲１発明の木材薄片の長さを本件発明１（１０mm

以上３５mm 以下）と同様のものにすることに、阻害要因があると認める20 

ことはできない。 

 エ 原告は、実験成績証明書⑴（甲１７）の実験例１（本件発明１の構成と

したもの）と比較実験例１－１及び比較実験例１－２（木質小薄片の長さ

を甲１発明の範囲としたもの）を対比すると、いずれも強度（ＭＯＥ）が

「〇」であるから、本件発明１は、木質小薄片の長さが小さくても強度が25 

低下しないという、前記⑶の技術常識とは異なる特段の効果、顕著な効果
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を奏する旨主張する。 

     しかし、実験成績証明書⑴（甲１７）の記載によれば、上記実験結果が

示すのは、実験例１、比較実験例１－１及び比較実験例１－２とも、強

度（曲げヤング：ＭＯＥ）が「〇」とされる「３．５ＧＰａ以上７．０

ＧＰａ未満」の範囲であったことであって、当該範囲内で実験例１の強5 

度が低下していないことまでは示されていない。 

  ⑸ したがって、相違点１に係る構成は、長さ以外の木質小薄片の寸法部分も

含め、甲１発明及び技術常識に基づいて当事者が容易に想到することができ

るものであり、本件決定の容易想到性判断に誤りはない。 

５ 相違点２の容易想到性判断の誤りについて 10 

 ⑴ 原告は、相違点２の「形状等に係る構成」が実質的な相違点ではないとす

る本件決定の判断は、誤りである旨主張する。 

 ⑵ しかし、本件発明の木質小薄片の「細長形状に大きさと形状が均質に揃う」

とは、本件明細書の記載（【００１３】～【００１８】、【００５４】）に

よれば、木質小薄片の厚さが「狭い範囲内」にあって「ばらつきが小さくて15 

均一な厚さに揃」い、長さ及び幅が「一定範囲内にある」ことであり、「狭

い範囲内」の具体的内容は特定されていない。 

   そして、本件発明１の「寸法に係る構成」のほか、厚さ及び幅に関する数

値範囲はいずれも平均値であり（【００１７】、【００２７】、【００２

８】）、この「平均値」の計算対象となる寸法の数値範囲を示すものではな20 

く、また、平均値と寸法の数値範囲の相関関係は本件明細書に記載がないこ

とから、木質小薄片の各寸法が収まる範囲を限定するものではないといえる。 

そして、甲１発明において、木質薄片の各寸法の数値の範囲は、平均値、

絶対値ともその範囲内に多数の木質薄片の寸法が収まっていることから、

「狭い範囲内」にあって「ばらつきが小さくて均一な厚さに揃」い、長さ及25 

び幅が「一定範囲内にある」といえる。 
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  ⑶ さらに、前記４⑶のとおり、甲１発明の木質薄片の長さについては、技術

常識に照らし、木質板の用途に応じて調整、最適化し、本件発明１の構成で

ある「１０㎜以上３５㎜以下」とすることは、当業者が容易に想到すること

ができたものであり、この点は、厚さ及び幅を本件発明１の構成と全く同じ

ものとすることについても同様といえる。 5 

    そして、本件明細書の記載（【００１３】～【００１７】、【００５４】）

によれば、少なくとも、本件発明１の各平均値の数値範囲内であれば、「細

長形状に大きさと形状が均質に揃」うものであることは明らかである。 

 ⑷ また、「節部分がない」との構成については、特開平１１－５８３３０号

公報（甲４）の「…ＯＳＬ（Oriented StrandLumber）、ＰＳＬ（Parallel 10 

Strand Lumber）等の木質系再構成材を木質系構造用材として活用すること

が多くなりつつある。これらの細片化木材を用いた再構成材は、原木を細片

化してこれを再構成するために、原木から切り出した製材品のように節等に

よる欠陥が存在せず、性能が安定してより均質な強度が得られるという有用

な特徴を持つ。」（【０００３】）との記載から、原木を細片化した細片化15 

木材を用いた再構成材が通常有する構成であると認められる。 

   また、本件明細書の記載（【００４６】、前記１⑸オ）によれば、「節部

分がない」ことは、木質小薄片の寸法を本件発明１の各平均値の数値範囲内

とすることによる効果であって、少なくとも本件発明１の各平均値の数値範

囲内であれば、「節部分がない」構成を備えるものといえる。 20 

 ⑸ そうすると、相違点２に係る本件発明の構成は、実質的な相違点ではない

か、そうでなくとも、実質的に相違点１と異なる相違点ではないといえるか

ら、甲１発明及び技術常識に基づいて、当業者が容易に想到することができ

たものである。 

   原告の主張は、いずれも、以上の認定を左右するものではない。 25 

  ⑹ したがって、相違点２に係る本件発明の構成は、実質的に相違点ではない
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か、甲１発明及び技術常識に基づいて当事者が容易に想到できるものであり、

本件決定の容易想到性判断に誤りはない。 

 ６ 相違点１’の容易想到性判断の誤りについて 

前記したところによれば、本件発明２に係る「長さ１０mm 以上２０mm 以下、

幅０．５mm 以上５mm 以下」の形状を選択し、相違点１’に係る本件発明２の構5 

成とすることも、当業者が通常の創作能力を発揮することにより容易に想到す

ることができたものと認めるのが相当であるから、相違点１’が容易想到であ

るとする本件決定の判断は、結論において誤りはない。 

７ 結論 

  以上のとおり、本件決定の甲１発明に基づく本件発明の進歩性判断に誤りは10 

なく、原告主張の取消事由は認められないから、原告の請求は理由がない。 

よって、主文のとおり判決する。 

    知的財産高等裁判所第２部 

 

 15 

          裁判長裁判官                     

 清   水       響 

 

 

             裁判官                     20 

 菊   池   絵   理 

 

 

             裁判官                     

 頼       晋   一 25 
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（別紙特許公報写し、異議の決定書写し省略）  

 


